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総
務
省
の
勧
告
を
受
け
て
の
外
務
省
在
外
公
館
の
見
直
し
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
五
月
七
日
、
総
務
省
は
、
外
務
省
の
在
外
公
館
等
に
つ
い
て
、
一
九
九
六
年
度
以
降
に
設
置
さ
れ
た
四
十
一
ヶ
所
を
調

査
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
行
政
評
価
・
監
視
結
果
（
以
下
、
「
評
価
結
果
」
と
い
う
。
）
を
発
表
し
た
。
そ
れ
で
は
、
一
九
九

六
年
度
か
ら
二
〇
〇
五
年
度
に
新
設
さ
れ
た
十
三
の
在
外
公
館
の
う
ち
、
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
件
数
で
最
大
三
百
倍
の
差
が
あ

る
、
韓
国
の
在
済
州
総
領
事
館
に
お
け
る
ビ
ザ
発
給
件
数
が
、
二
〇
〇
三
年
の
ピ
ー
ク
時
の
一
万
三
千
百
十
九
件
か
ら
二
〇
〇

八
年
に
は
二
百
四
十
四
件
と
、
約
九
十
八
％
も
激
減
し
て
い
る
、
ロ
シ
ア
の
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
総
領
事
館
で
は
二
〇
〇

八
年
度
の
在
留
邦
人
数
が
百
七
十
三
人
と
二
年
前
か
ら
半
減
し
、
日
本
企
業
数
も
激
減
し
て
い
る
、
更
に
、
右
二
つ
の
総
領
事

館
に
加
え
、
在
ア
ン
ゴ
ラ
大
使
館
、
在
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
大
使
館
、
中
国
の
在
重
慶
総
領
事
館
で
は
、
三
年
か
ら
五
年
連
続
し
て

二
名
以
上
の
欠
員
が
生
じ
て
い
る
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
四
五
四
号
）

を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
文
で
挙
げ
た
「
評
価
結
果
」
に
よ
る
指
摘
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
山
積
す
る
外
交
課
題
に
機
動
的
に
対

応
す
る
た
め
に
は
、
在
外
公
館
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
近
年
の
厳
し
い
財
政
状
況

を
踏
ま
え
、
外
務
省
と
し
て
も
在
外
公
館
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
現
在
、
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
、

一



御
指
摘
の
『
評
価
結
果
』
の
指
摘
も
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
外
公
館
に
求
め
ら
れ
る
体
制
を
確
保
し
つ
つ
、
在
外
公
館
の

よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
に
努
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
評
価
結
果
」
を
踏
ま

え
た
、
外
務
省
に
お
け
る
在
外
公
館
の
あ
り
方
に
関
す
る
見
直
し
作
業
は
、
誰
の
責
任
の
下
、
同
省
の
ど
の
部
署
が
担
当

し
、
現
在
ど
の
様
な
進
捗
状
況
に
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
近
年
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
」
と
あ
る
。
我
が
国
の
財
政
赤
字
が
二
〇
〇
九
年
末
で
約

八
百
八
十
二
兆
円
、
国
民
一
人
当
た
り
約
六
百
九
十
三
万
円
も
の
最
悪
の
水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
在
外
公
館

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
外
交
、
特
に
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
も
、
単
純
に
在
外
公
館
を
整
理

す
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
「
評
価
結
果
」
に
あ
る
様
に
、
必
要
性
の
薄
い
と
こ
ろ
、
そ

う
で
な
い
と
こ
ろ
を
厳
し
く
精
査
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

三

二
の
観
点
か
ら
も
、
我
が
国
の
在
外
公
館
に
つ
い
て
、
必
要
性
の
薄
い
と
こ
ろ
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
を
厳
し
く
精
査
し

た
上
で
、
在
外
公
館
の
邦
人
保
護
機
能
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
例
え
ば
、
在
外
公
館
の
領
事
業
務
に
つ
い
て
は
、
土
日

祝
日
の
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
三
百
六
十
五
日
対
応
で
き
る
体
制
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
右
に
つ

き
、
本
年
三
月
二
十
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
五
四
号
）
で
は
「
御
指
摘
に
つ
い
て

二



は
、
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
な
く
開
館
し
た
場
合
の
交
代
要
員
の
確
保
、
及
び
そ
の
場
合
に
来
訪
者
が
集
中
す
る
可
能
性
等

を
含
め
、
行
政
コ
ス
ト
と
国
民
の
ニ
ー
ズ
と
を
勘
案
し
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

右
の
検
討
作
業
は
現
在
ど
の
様
な
進
捗
状
況
に
あ
る
の
か
、
右
の
行
政
コ
ス
ト
と
国
民
の
ニ
ー
ズ
等
に
つ
い
て
ど
の
様
な
意

見
が
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

前
自
民
・
公
明
政
権
と
異
な
り
、
よ
り
国
民
本
位
の
、
国
民
の
目
線
に
立
っ
た
政
治
を
行
う
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
鳩
山

由
紀
夫
内
閣
と
し
て
、
前
政
権
と
の
違
い
を
明
確
に
打
ち
出
す
た
め
に
も
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
、
在
外
公
館
の
領
事
業

務
に
つ
い
て
は
、
土
日
祝
日
の
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
三
百
六
十
五
日
対
応
で
き
る
体
制
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
、
岡
田
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


